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(57)【要約】
【課題】ガンパイル工法により岩盤に打設された杭を、
長期に渡り安定的に岩盤に固定することができる岩盤へ
の杭打設工法を提供する。
【解決手段】杭２の先端部の外周面が他の部位よりも外
周側に突出した厚肉の突出部２ａを有するとともに、突
出部２ａ以外の杭２の少なくとも先端側の外周面の表面
にその外周面からの突出量が突出部２ａの最大突出量以
下の凸部２ｂが設けられていて、振動杭打設機１により
この杭２の先端を岩盤Ｒに打ち付けて岩盤Ｒを破砕しつ
つ、破砕した岩石Ｒｃを、先端ノズル４ａから噴射する
水Ｗで杭２の先端領域から排除しながら、杭２を岩盤Ｒ
に所定深さ打込み、次いで、杭２と岩盤Ｒとのすき間ｇ
にセメントミルクＣを充填し、固化したセメントミルク
Ｃを介して杭２を岩盤Ｒに固定させる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　振動杭打設機によって、杭の先端を岩盤に打ち付けて岩盤を破砕しつつ、破砕した岩石
を、前記杭に隣接配置されている注水パイプの先端ノズルから噴射する水で前記杭の先端
領域から排除しながら前記岩盤に前記杭を打ち込む岩盤への杭打設工法において、前記杭
の先端部の外周面が他の部位よりも外周側に突出した厚肉の突出部を有するとともに、前
記突出部以外の前記杭の少なくとも先端側の外周面の表面にその外周面からの突出量が前
記突出部の最大突出量以下の凸部が設けられていて、前記杭を前記岩盤に所定深さ打込ん
だ後、前記杭と前記岩盤とのすき間にセメントミルクを充填し、このセメントミルクが固
化することにより、固化したセメントミルクを介して前記杭を前記岩盤に固定させること
を特徴とする岩盤への杭打設工法。
【請求項２】
　前記突出部の前記最大突出量が３５ｍｍ以下であり、前記凸部の前記突出量が１ｍｍ以
上である請求項１に記載の岩盤への杭打設工法。
【請求項３】
　前記凸部が、前記杭の長手方向に延在する異形鉄筋である請求項１または２に記載の岩
盤への杭打設工法。
【請求項４】
　複数本の前記異形鉄筋が、前記杭の周方向に等間隔で配置されている請求項３に記載の
岩盤への杭打設工法。
【請求項５】
　前記凸部が、前記杭の外周面で周方向に延在する環状凸部である請求項１～４のいずれ
かに記載の岩盤への杭打設工法。
【請求項６】
　前記凸部が、前記杭の外周面で周方向に螺旋状に延在する螺旋状凸部である請求項１～
４のいずれかに記載の岩盤への杭打設工法。
【請求項７】
　前記突出部が、他の部位に比して高強度および高硬度である請求項１～６のいずれかに
記載の岩盤への杭打設工法。
【請求項８】
　前記杭を前記岩盤に所定深さ打込んだ後、前記杭を上方移動させた状態で所定量の前記
セメントミルクを充填し、次いで前記杭を所定深さに再度打込む請求項１～７のいずれか
に記載の岩盤への杭打設工法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、岩盤への杭打設工法に関し、さらに詳しくは、ガンパイル工法により岩盤に
打設された杭を、長期に渡り安定的に岩盤に固定することができる岩盤への杭打設工法に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、岩盤に対して鋼矢板や鋼管矢板などの杭を打設する施工が行われている。この施
工において杭をバイブロハンマー等で打設すると杭で破砕された破砕岩が杭の先端と岩盤
の間でクッション材となり、打撃エネルギーが岩盤に十分に伝わらない。これに起因して
、岩盤を容易に破砕することができず、杭の打設に要する時間が長くなるという問題があ
った。そこで、打設する杭に、高水圧ポンプに接続された注水パイプを設け、杭によって
破砕された岩石を注水パイプの先端ノズルから噴射する噴射水により除去しつつ、杭を岩
盤に打ち込むいわゆるガンパイル工法が開発されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　ガンパイル工法により杭を打設した場合には、打設された杭と岩盤との間には、ある程
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度のすき間が生じる。このすき間が大きい程、杭と岩盤との摩擦力が小さくなるため、杭
を岩盤に対して長期間に渡って安定して固定するには不利になる。現状では、ガンパイル
工法によって岩盤に打設された杭は、いわゆる仮設杭として短期的に使用されているので
、長期的な安定した固定強度は必要とされていない。
【０００４】
　しかしながら、ガンパイル工法によって岩盤に打設された杭を、いわゆる本設杭として
長期的に使用することができれば、打設した杭を、様々な構造物を構成する一部材として
利用できるので有益である。そのためには、ガンパイル工法により打設された杭を岩盤に
対して長期的に安定して固定させる工夫が必要になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－１２４５０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、ガンパイル工法により岩盤に打設された杭を、長期に渡り安定的に岩
盤に固定することができる岩盤への杭打設工法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため本発明の岩盤への杭打設工法は、振動杭打設機によって、杭の
先端を岩盤に打ち付けて岩盤を破砕しつつ、破砕した岩石を、前記杭に隣接配置されてい
る注水パイプの先端ノズルから噴射する水で前記杭の先端領域から排除しながら前記岩盤
に前記杭を打ち込む岩盤への杭打設工法において、前記杭の先端部の外周面が他の部位よ
りも外周側に突出した厚肉の突出部を有するとともに、前記突出部以外の前記杭の少なく
とも先端側の外周面の表面にその外周面からの突出量が前記突出部の最大突出量以下の凸
部が設けられていて、前記杭を前記岩盤に所定深さ打込んだ後、前記杭と前記岩盤とのす
き間にセメントミルクを充填し、このセメントミルクが固化することにより、固化したセ
メントミルクを介して前記杭を前記岩盤に固定させることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、杭の先端部に外周面が他の部位よりも外周側に突出した突出部を有し
ているので、打設している杭の外周面と岩盤との摩擦抵抗が小さくなり、杭を円滑に打設
することができる。また、打設した杭の外周面と岩盤との間に適度なすき間が確保される
ので、このすき間に必要な量のセメントミルクを充填することができる。
【０００９】
　そして、岩盤に対して所定深さ打ち込んだ杭と岩盤とのすき間に充填したセメントミル
クが固化することにより、固化したセメントミルクを介して杭が岩盤に固定される。杭の
先端側の外周面に設けられている凸部の突出量は突出部の最大突出量以下なので、杭の打
設の際には凸部は突出部に保護されて損傷し難くなっている。そして、この凸部の存在に
よってセメントミルクと接合する杭の外周面の面積が増大する。そのため、杭を岩盤に一
段と強固に固定するに有利になっている。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の岩盤への杭打設工法において、杭を岩盤に打ち込んでいる工程を縦断面
視で例示する説明図である。
【図２】図１の杭の先端部周辺を拡大して例示する説明図である。
【図３】杭の突出部を拡大して縦断面視で例示する説明図である。
【図４】杭の先端側の外周面を例示する説明図である。
【図５】岩盤に所定深さ打込んだ杭と岩盤とのすき間にセメントミルクを充填する工程を
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縦断面視で例示する説明図である。
【図６】図５のセメントミルクが固化して、このセメントミルクを介して杭が岩盤に固定
されている状態を縦断面視で例示する説明図である。
【図７】図６のＡ－Ａ断面図である。
【図８】突出部の変形例を示す杭の縦断面図である。
【図９】突出部の別の変形例を示す杭の縦断面図である。
【図１０】凸部の変形例を示す杭の正面図である。
【図１１】凸部の別の変形例を示す杭の正面図である。
【図１２】図１１のＢ－Ｂ断面図である。
【図１３】突出部を２段構造にした変形例を杭の右半分の縦断面視で例示する説明図であ
る。
【図１４】突出部の別の変形例を杭の右半分の縦断面視で例示する説明図である。
【図１５】図１４のＣ－Ｃ断面視で杭を例示する説明図である。
【図１６】隅肉溶接の状態を杭の正面視で例示し、図１６（Ａ）は異形鉄筋の長手方向に
連続して施工した場合、図１６（Ｂ）は断続的に施工した場合を示す。
【図１７】凸部の別の変形例を示す杭の正面図である。
【図１８】凸部の別の変形例を示す杭の正面図である。
【図１９】岩盤に所定深さ打込んだ杭を上方移動させた状態でセメントミルクを充填する
工程を縦断面視で例示する説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の岩盤への杭打設方法を図に示した実施形態に基づいて説明する。
【００１２】
　図１、図２に例示する杭２の打設現場は、岩盤Ｒの上に土砂層Ｓが堆積した地盤である
。この地盤にガンパイル工法によって杭２を打設するには、バイブロハンマー等の振動杭
打設機１が発振する振動を利用する。杭２としては例えば、Ｈ型鋼や鋼矢板など様々なタ
イプを用いることができるが、この実施形態では鋼管杭を用いている。
【００１３】
　図３、図４に例示するように、杭２の先端部は外周面が他の部位よりも外周側に所定の
突出量ｔ１だけ突出した突出部２ａを有している。突出量ｔ１は一定になっているので、
この突出量ｔ１が最大突出量となる。突出部２ａは杭２の周方向に連続した筒状になって
いる。即ち、本発明では、先端部に他の部位に比して相対的に厚肉の突出部２ａを有する
杭２を使用する。この実施形態では、突出部２ａが予め一体的に形成されている杭２を使
用している。
【００１４】
　突出部２ａの最大突出量ｔ１は例えば、６ｍｍ以上３５ｍｍ以下にすることが好ましく
、９ｍｍ以上１２ｍｍ以下にすることがより好ましい。この突出部２ａの杭２の長手方向
寸法Ｌは、例えば２０ｍｍ以上３００ｍｍ以下が好ましい。
【００１５】
　突出部２ａは、他の部位に比して高強度および高硬度であることが望ましい。突出部２
ａの強度は例えば、引張強さが１０００Ｎ／ｍｍ2以上に設定される。
【００１６】
　突出部２ａ以外のこの杭２の先端側の外周面の表面には、その表面から外周側に所定の
突出量ｔ２だけ突出した凸部２ｂが設けられている。凸部２ｂの突出量ｔ２は突出部２の
最大突出量ｔ１以下になっている。突出量ｔ２は１ｍｍ以上で、かつ、最大突出量ｔ１よ
りも小さいことが好ましい。凸部２ｂの突出量ｔ２が１ｍｍ未満では、杭２の外周面とセ
メントミルクＣの付着強度を向上させる効果が過小になる。凸部２ｂの突出量ｔ２を最大
突出量ｔ１よりも大きくすると、杭２を打設する際に岩盤Ｒに接触したり、打設の際に発
生する岩粉が衝突して凸部２ｂが損耗し易くなる。
【００１７】
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　この凸部２ｂは、概ね、杭２が岩盤Ｒに埋設される範囲に配置される。例えば、凸部２
ｂを設ける範囲は、杭２の先端から後端に向かって２ｍ～１０ｍまでの範囲（凸部２ｂを
設ける範囲の後端位置を杭２の先端から２ｍ～１０ｍの位置にする）、或いは、杭２の先
端から後端に向かって杭２の外径の１００％～５００％の長さまでの範囲（凸部２ｂを設
ける範囲の後端位置を杭２の先端から杭２の外径の１００％～５００％の長さの位置にす
る）。尚、突出部２ａには凸部２ｂを設けない。
【００１８】
　この実施形態では、凸部２ｂは杭２の外周面で周方向に延在する環状凸部になっていて
、複数の環状凸部が杭２の長手方向に間隔をあけて配置されている。それぞれの環状凸部
は杭２の長手方向に対して直交した向きに配置されている。
【００１９】
　杭２には注水パイプ４が着脱自在に隣接配置されている。この実施形態では、注水パイ
プ４が杭２の内周面に沿って杭２の長手方向に延在している。１本の杭２に対して、単数
または複数の注水パイプ４が配置される。注水パイプ４の後端には直接、または別の配管
３ａを介して、地盤上に配置された水タンク３が接続される。注水パイプ４の先端は、水
タンク３から供給された水Ｗを噴射する先端ノズル４ａになっている。杭２には、打設中
の注入パイプ４の振れを抑制するための振れ留め金具が適宜設けられる。先端ノズル４ａ
は、杭２の先端から突出しない位置に配置される。
【００２０】
　この杭２を打設するには、クレーン等によって吊り下げられた振動杭打設機１により杭
２を保持する。次いで、振動杭打設機１により杭２を振動させながら、杭２の先端を土砂
層Ｓに打ち込んでゆく。杭２の先端が土砂層Ｓの範囲内に位置していて、岩盤Ｒまで達し
ていない段階では、先端ノズル４ａから水Ｗを噴射する必要はない。
【００２１】
　図１、２に例示するように、杭２の先端が岩盤Ｒに達すると、水タンク３に収容されて
いる水Ｗを高圧ポンプによって注水パイプ４に供給して、先端ノズル４ａから噴射させる
。即ち、振動杭打設機１により杭２を振動させるとともに、先端ノズル４ａから水Ｗを噴
射しながら杭２を岩盤Ｒに打ち込む。即ち、打設している杭２の先端が岩盤Ｒに到達した
時点で先端ノズル４ａから水の噴射を開始するとよい。これにより、噴射した水Ｗによっ
て土砂層Ｓを不必要に緩めることがなくなり、かつ、土砂層Ｓと杭２との間に実質的にす
き間が形成されなくなるので、後工程で使用するセメントミルクＣの量を抑制するには有
利になる。
【００２２】
　振動する杭２の打撃を受けることにより、杭２の先端に衝突した岩盤Ｒの部分が破砕さ
れる。岩盤Ｒが破砕されて発生した岩石Ｒｃは、杭２の先端と岩盤Ｒとの間に存在するが
、杭２の先端が打撃の反力により上方移動して岩盤Ｒから離反した際に、先端ノズル４ａ
から噴射されている水Ｗにより杭２の先端領域から排除される。杭２が続いて岩盤Ｒを打
撃する時には杭２の先端と岩盤Ｒとの間には緩衝作用を及ぼす岩石Ｒｃがない状態になる
。そのため、杭２による打撃エネルギーが岩石Ｒｃによって減殺されることなく岩盤Ｒに
作用して岩盤Ｒを容易に破砕することができる。杭２の打撃による岩盤Ｒの破砕と、先端
ノズル４ａから噴射される水Ｗによる岩石Ｒｃの排除を繰り返して、岩盤Ｒへの杭２の打
込みを進める。杭２は先端部に相対的に厚肉の突出部２ａを有しているので他の部位に比
して、岩盤Ｒに衝突しても変形し難いというメリットがある。
【００２３】
　杭２を岩盤Ｒに対して所定深さまで打込むと、打ち込んだ杭２と岩盤Ｒとの間には、あ
る程度のすき間ｇが生じる。このすき間ｇは例えば２０ｍｍ～１００ｍｍ程度である。そ
こで、図５に例示するように、杭２と岩盤Ｒとのすき間ｇにセメントミルクＣ（セメント
と水の混合材）を充填する。すき間ｇに充填する前のセメントミルクＣには、セメントミ
ルクＣを充填する際の流動性に支障が生じない範囲で所定量の増粘材Ｂや膨張材Ｄを予め
配合しておくとよい。増粘材Ｂおよび膨張材Ｄの詳細については後述する。尚、土砂層Ｓ
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はその土圧によって締め固まるので、杭２と土砂層Ｓとの間には実質的にすき間は生じな
い。したがって、杭２には土砂層Ｓが密着して杭２は土砂層Ｓに固定されることになる。
【００２４】
　セメントミルクＣは、地盤上に配置された収容タンク５から充填用パイプ６を通じてす
き間ｇに供給される。一般的には、このすき間ｇには地下水が存在しているが、セメント
ミルクＣを充填することにより、地下水とセメントミルクＣが置き換わることになる。充
填用パイプ６は１本に限らず、複数本にすることもできる。
【００２５】
　すき間ｇの大部分の範囲にセメントミルクＣを充填した後は、所定時間、養生すること
によりセメントミルクＣを固化させる。図６、７に例示するように、すき間ｇに介在して
固化したセメントミルクＣは、杭２によって削られた岩盤Ｒの表面および杭２の表面（周
面）に強固に付着する。固化したセメントミルクＣの一軸圧縮強度は例えば、５Ｎ／ｍｍ
2以上にする。
【００２６】
　本発明では杭２の凸部２ｂを設けているので、凸部２ｂを設けていない場合に比して、
セメントミルクＣと接合する杭２の外周面の面積が増大する。それ故、固化したセメント
ミルクＣを介して杭２を岩盤Ｒに対して一段と強固に固定することができる。即ち、本発
明では、凸部２ｂを設けることで、岩盤Ｒと杭２の周面との間の摩擦力（固定力）を大幅
に増大させることができる。
【００２７】
　詳述すると、杭２と岩盤Ｒとの間のすき間ｇにセメントミルクＣを充填した場合、杭の
周面とセメントミルクＣとの境界面、セメントミルクＣと岩盤Ｒとの境界面が形成される
。セメントミルクＣと岩盤Ｒとの境界面では、岩盤Ｒの凹凸の影響によって互いの付着強
度は比較的高くなる。一方、杭２の周面が滑らかであると、セメントミルクＣとの境界面
では互いの付着強度は比較的低くなる。
【００２８】
　ここで、杭２の周面摩擦力度を考えると、杭２の周面が滑らかな仕様では、例えば杭２
に引き抜き力を作用させた場合、杭２の周面とセメントミルクＣの付着強度程度に達する
と、セメントミルクＣと岩盤Ｒとの境界面に先行して杭の周面とセメントミルクＣとの境
界ですべりが発生する。そのため、セメントミルクＣと岩盤Ｒとの付着によって発現され
る周面摩擦力度よりも低い摩擦力度しか得られない。
【００２９】
　ところが、本発明では杭２の外周面に凸部２ｂを設けているので、杭２の外周面とセメ
ントミルクＣの付着強度が向上して、セメントミルクＣと岩盤Ｒの付着強度と同等程度に
することが可能になっている。即ち、セメントミルクＣと岩盤Ｒとの付着によって発現さ
れる周面摩擦力度と、杭２の周面とセメントミルクＣとの付着によって発現される周面摩
擦力度とを同等にすることができるので、岩盤Ｒと杭２の周面との摩擦力の向上にセメン
トミルクＣが無駄なく効率的に使用されている。
【００３０】
　しかも、凸部２ｂの突出量ｔ２は突出部２ａの最大突出量ｔ１以下なので、杭２を打設
する際には凸部２ｂは突出部２ａに保護されて、岩盤Ｒとの接触や破砕された岩粉との接
触によって損傷、摩耗する不具合を防止し易い仕様になっている。そのため、杭２の打設
後も凸部２ｂを健全な状態に維持することができる。
【００３１】
　加えて、杭２は先端部に上述した仕様の突出部２ａを有しているので、杭２と岩盤Ｒと
のすき間ｇが適切な大きさになる。このすき間ｇが過小にならないので、打設している杭
２の周面に作用する地盤（土砂層Ｓおよび岩盤Ｒ）からの摩擦が低減して円滑に打設する
ことができる。一方、このすき間ｇを過大にしないために突出部２ａの最大突出量ｔ１は
、３５ｍｍ以下、より好ましくは１２ｍｍ以下にする。これにより、打設後の杭２の周面
に作用する地盤（土砂層Ｓおよび岩盤Ｒ）からの摩擦支持力が低下することを回避できる
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。
【００３２】
　上記のとおり本発明によれば、杭２を長期に渡って安定的に岩盤Ｒに固定することが可
能になる。特に、杭２の引抜き抵抗力の大幅な向上が期待できるので、構造物を構成する
一部材としてこの杭２を使用しても、十分な耐震性を確保することが可能になる。それ故
、ガンパイル工法により打設した杭２を、仮設杭としてだけでなく本設杭として用いるこ
とができる。
【００３３】
　突出部２ａが予め一体的に形成されている杭２を使用すると、突出部２ａが後付けされ
た杭２よりも、突出部２ａ（杭２）の長期間の安定した耐久性を確保するには有利になる
。それ故、本設杭として用いるためには、突出部２ａが予め一体的に形成されている杭２
にするとよい。
【００３４】
　セメントミルクＣに予め配合する増粘材Ｂとしては、例えばベントナイト、セルロース
エーテル、炭酸カルシウム等の様々なコンクリート増粘材を用いることができる。膨張材
Ｄとしては、例えば、石灰、石膏、ボーキサイトを主成分とする焼成化合物等の様々なコ
ンクリート膨張材を用いることができる。
【００３５】
　増粘材Ｂを配合することにより、セメントミルクＣ成分中のセメントと水とが分離し難
くなる。セメントと水との分離が生じると、岩盤Ｒに対する杭２の固定力が低下するので
、増粘材Ｂを配合することにより、杭２の固定力を長期に渡って安定して維持するには有
利になる。ただし、増粘材Ｂの配合割合が過大になると、すき間ｇに充填する際のセメン
トミルクＣの流動性が悪化して、すき間ｇに密に充填させることが困難になる。一方、増
粘材Ｂの配合割合が過小であると、期待する分離抵抗性（セメントと水との分離を抑制す
る作用効果）を発揮することができない。そのため、増粘材Ｂの配合量はセメントミルク
Ｃに含有されるセメントに対して３重量％以上１２重量％以下にすることが好ましく、５
重量％以上８重量％以下がより好ましい。
【００３６】
　セメントミルクＣに膨張材Ｄを配合することで、セメントミルクＣが膨張して周辺に対
する圧力が上昇する結果、杭２とセメントミルクＣとの付着性が向上する。相応の効果を
期待できる膨張材Ｄの配合量は、セメントミルクＣに含有されるセメントに対して１０重
量％程度（例えば５重量％以上１５重量％以下）である。
【００３７】
　打設した杭２と土砂層Ｓとの間では、十分な摩擦力が確保できるので、両者のすき間に
セメントミルクＣを敢えて充填する必要はない。即ち、セメントミルクＣの使用量を抑え
つつ、杭２の固定強度を十分に確保するには、実質的に杭２と岩盤Ｒとのすき間ｇのみに
セメントミルクＣを充填して固化させればよい。
【００３８】
　それ故、セメントミルクＣをすき間ｇに充填する際には、岩盤Ｒの深さ位置（範囲）を
予め把握しておくとよい。そして、セメントミルクＣの供給量、供給位置を適切に調整し
てセメントミルクＣをすき間ｇに供給することにより、岩盤Ｒが存在している深さ位置（
範囲）のみにセメントミルクＣを充填するとよい。
【００３９】
　セメントミルクＣは、すき間ｇの上方側から充填することも、すき間ｇの下方側から充
填することもできる。すき間ｇの下方側からセメントミルクＣを充填すると、すき間ｇに
存在している地下水をすき間ｇから排除してセメントミルクＣを密に充填し易くなる。し
たがって、例えば、充填用パイプ６をすき間ｇの下端近傍まで延ばした状態にして収容タ
ンク５からセメントミルクＣを供給する。
【００４０】
　杭２が鋼管杭の場合は、管内周側と管外周側にそれぞれ充填用パイプ６を杭２の長手方



(8) JP 2018-178382 A 2018.11.15

10

20

30

40

50

向に延在させて、岩盤Ｒの杭２の外周面とのすき間ｇ、岩盤Ｒと杭２の内周面とのすき間
ｇにそれぞれ、セメントミルクＣを充填するとよい。これにより、すき間ｇの全体範囲に
十分、かつ、迅速にセメントミルクＣを密に充填し易くなる。鋼管杭ではない他のタイプ
の杭２の場合も、複数本の充填用パイプ６を用いて、複数系統でセメントミルクＣを充填
することがより好ましいが、１本の充填用パイプ６を用いてセメントミルクＣを充填する
こともできる。
【００４１】
　この実施形態では、突出部２ａは杭２と一体的に形成されているが、図８に例示するよ
うに、厚さｔ１のリングを杭２の先端部に溶接等で接合して突出部２ａを設けることもで
きる。また、図９に例示するように、突出部２は、杭２の外周側だけでなく内周側にも突
出した形状にすることもできる。
【００４２】
　この実施形態では、凸部２ｂとなる環状凸部が杭２の長手方向に対して直交した向きに
配置されているが、図１０に例示するように、環状凸部を杭２の長手方向に対して傾斜さ
せた向きに配置することもできる。
【００４３】
　図１１、図１２に例示する凸部２ｂは、杭２の長手方向に延在する異形鉄筋により形成
されている。凸部２ｂとなる複数本の異形鉄筋は、杭２の周方向に等間隔で配置すること
が好ましい。尚、この等間隔とは完全な等間隔だけを意味するのではなく、若干のずれ（
例えば杭２の軸心を中心にした周方向に±３°程度）を許容することを含んでいて、概ね
等間隔を意味する。配置する異形鉄筋の数は、杭２の外径の大きさにも依存するが４本以
上にして、岩盤ＲとセメントミルクＣとの付着強度に応じて、杭２とセメントミルクＣと
の十分な付着強度が確保できる本数にすることが望ましい。
【００４４】
　図１１、図１２では、異形鉄筋（凸部２ｂ）の突出量ｔ２よりも大きな最大突出量ｔ１
の突出部２ａが杭２の周方向全長に連続して形成されている。突出部２ａはその他に図１
３に例示するように２段構造にすることができる。図１３では、異形鉄筋（凸部２ｂ）の
突出量ｔ２よりも小さな突出量ｔ３の周方向に連続する環状の突出部２ａ1と、この突出
部２ａ1に連続して杭２の外周面に突出量ｔ２よりも大きな突出量ｔ４の環状の突出部２
ａ2とが設けられている。突出部２ａ1と突出部２ａ2とにより突出部２ａが形成されてい
る。したがって、突出部２ａの最大突出量ｔ１（＝ｔ４）は凸部２ｂの突出量ｔ２よりも
大きく設定されている。
【００４５】
　図１４、図１５に例示するように、突出部２ａ2は、突出部２ａ1の外周面に設けて異形
鉄筋（凸部２ｂ）の存在する位置にのみに配置した構造にすることもできる。この構造で
は、環状の突出部２ａ1の外周面に周方向に間隔をあけて突出部２ａ2が配置される。尚、
図１３に例示した突出部２ａ2も同様に周方向に間隔をあけて配置することができる。
【００４６】
　凸部２ｂとなる異形鉄筋は例えば、杭２の外周面に隅肉溶接によって取り付ける。図１
６（Ａ）に例示するように隅肉溶接部Ｕは、異形鉄筋の長手方向に継ぎ目なく連続させる
こともできるが、図１６（Ｂ）に例示するように長手方向に間隔をあけた状態にすること
もできる。図１６（Ｂ）のように隅肉溶接部Ｕを形成すると、長手方向に隣り合う隅肉溶
接部Ｕ（肉盛りされた部分）の間の隅肉溶接していない部分に入り込んだセメントミルク
Ｃと隅肉溶接部Ｕとが係合した状態になる。そのため、隅肉溶接部ＵとセメントミルクＣ
とのずれ止め効果によって一段と高い付着耐力が期待できる。
【００４７】
　さらには、隅肉溶接部Ｕは杭２の外周面と異形鉄筋の外周面との接触部分の近傍に形成
されるので、杭２を打設する際に、岩盤Ｒとは接触し難い位置に存在することになる。そ
のため、隅肉溶接部Ｕは、杭２の打設後にも損耗が最小限になり、健全な状態で維持する
には有利になっている。



(9) JP 2018-178382 A 2018.11.15

10

20

30

40

50

【００４８】
　異形鉄筋は入手し易いメリットの他に、表面が凹凸になっているのでセメントミルクＣ
との接合面積を増大するには益々有利になる。凸部２ｂが杭２の長手方向に延在している
と、杭２を打設する際に、土砂層Ｓおよび岩盤Ｒと杭２との摩擦抵抗が増大することを回
避できる。また、セメントミルクＣが凸部２ｂに沿って下方に円滑に流動するので、すき
間ｇに密実に充填し易くなる。
【００４９】
　図１７に例示するように凸部２ｂは、杭２の外周面で周方向に螺旋状に延在する螺旋状
凸部にすることもできる。凸部２ｂをこの形状にすると、上方から充填したセメントミル
クＣを螺旋状凸部に沿って円滑に下方に流動させ易くなる。
【００５０】
　図１８に例示するように、杭２の長手方向に延在する凸部２ｂと周方向に延在する凸部
２ｂとを組み合わせてもよい。または、これら凸部２ｂの少なくとも一方と、杭２の長手
方向に対して傾斜して延在する凸部２ｂとを組み合わせてもよい。或いは、杭２の先端部
の外周面に巻き付けて網状体を凸部２ｂにすることもできる。
【００５１】
　セメントミルクＣの充填手順は、図１９に例示する実施形態のようにすることもできる
。この実施形態では、杭２を岩盤Ｒに所定深さ打込んだ後、杭２を上方移動させて、岩盤
Ｒよりも上方位置に維持する。岩盤Ｒには杭２を所定深さまで打ち込んだことによって筒
状のすき間ｇ１が形成されている。
【００５２】
　この状態で、筒状のすき間ｇ１に所定量のセメントミルクＣを充填する。次いで、杭２
を所定深さに再度打込む。セメントミルクＣは杭２に押されて、杭２と岩盤Ｒとのすき間
ｇに入り込む。その後、所定時間、養生することによりセメントミルクＣを固化させて図
６、図７に例示した状態にする。
【００５３】
　この実施形態では、岩盤Ｒに杭２が存在しない状態でセメントミルクＣを充填するので
迅速に充填を行うことができ、作業時間の短縮が可能になる。また、充填されたセメント
ミルクＣの中に杭２を押し込むので、杭２と岩盤Ｒとのすき間ｇにセメントミルクＣを密
実に充填させるには有利である。
【００５４】
　上述したそれぞれの実施形態では、岩盤Ｒの上に土砂層Ｓが堆積した地盤に杭２を打設
する場合を例にして説明したが、土砂層Ｓが存在せずに岩盤Ｒのみの地盤に杭２を打設す
ることもできる。この場合も、岩盤Ｒに対して杭２を所定深さまで打ち込み、その後、す
き間ｇまたはすき間ｇ１にセメントミルクＣを充填して固化させる手順は、上述したそれ
ぞれの実施形態と同様である。
【符号の説明】
【００５５】
１　振動杭打設機
２　杭
２ａ、２ａ1、２ａ2　突出部
２ｂ　凸部
３　水タンク
３ａ　配管
４　注水パイプ
４ａ　先端ノズル
５　収容タンク
６　充填用パイプ
Ｂ　増粘材
Ｃ　セメントミルク
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Ｄ　膨張材
Ｓ　土砂層
Ｒ　岩盤
Ｕ　隅肉溶接部
Ｗ　水

【図１】 【図２】
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